
精神障害者の就労支援における 
医療機関との連携の必要性 

１．最初の相談先が主治医 
 
 
 
 
 
２．継続的に医療が伴う 
  ▽就活に伴う環境変化や就職後の体調変化を支える 
  ▽状況変化や再発等の予兆をキャッチ 

 

３．医療機関と就労支援機関の間に存在する「就労に関
する意識ギャップ」の是正 
  ▽企業就労は無理との思い込み 
   ▽安易なフルイタイム可能の判断 

 
 

 

▽精神疾患のある者が就労について最初に相談するのは、
主治医である場合が多い。 

▽障害を前提とした福祉施設や労働機関に相談に行くことに
抵抗感を持つ者も少なくない。 

 

 

 

1 



連携に向けた意識と情報の共有 

• 精神障害者の就労の実態 

• 就労支援機関につなぐ上でのアセスメントのポイント 

• 就労支援に係る制度、体制 

• 就労支援における医療の役割 

 

「障害者就業・生活支援センターにおける精神障害者への
就労支援に関する全国実態調査」から 

• 精神疾患の理解（入院から回復まで） 

• 精神疾患の治療と薬物療法 

 

• 支援機関と医療機関が一緒に意見交換できる研修 

１．医療機関の研修 

３．意見交換の場 

２．就労支援機関 
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就労支援機関と医療機関の効果的な情報交換のための
マニュアル（骨子） 

共通編 

就労支援機関編 

医療機関編 

就労支援機関と連携・情報交換する際の視点 
「主治医の意見書」の位置づけと書き方 
就労支援機関の活用の仕方 

医療機関について知る 
医療機関への問い合わせの仕方 
医療機関から情報提供された後の対応 

就労支援における医療機関の役割 
就労支援におけるお互いの強みを発揮する 
就労支援の基本的支援を共有する 
アセスメント（見立て）の重要性 
本人自ら適切な情報交換ができるように支援する  ネットワークの中心は本人 
本人が情報交換に同意しない場合の対応 
家族や企業との情報交換の重要性 
情報共有のためのツールの活用 

（資料）「就労支援機関と精神科医療機関の効果的
な情報交換のあり方に関する研究」（2017年4月：独

立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害
者職業総合センター） 3 



「地域連携クリティカルパス」に学ぶ 

➣急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅に帰れるような診療
計画を作成し、治療を受ける全ての医療機関で共有して用いるもの。 
 

➣診療にあたる複数の医療機関が、役割分担を含め、予め診療内容
を患者に提示・説明することにより、患者が安心して医療を受けること
ができるようにするもの。 
 

➣内容としては、施設ごとの診療内容と治療経過、最終ゴール等を診
療計画として明示。 
 

➣回復期病院では、患者がどのような状態で転院してくるかを把握で
きるため、改めて状態を観察することなく、転院早々からリハビリを開
始できる。 
 

➣これにより、医療連携体制に基づく地域完結型医療を具体的に実
現する。 4 



「地域連携就労支援パス」を作る 

➣「特別支援学校卒業時に一般就労できなかった者」や「精神科医療
機関の利用者で直ちに一般就労を目指すのが難しい者」等が地域の
就労支援機関を経て早期に一般就労できるような支援計画を作成し、
支援に関わる全ての支援機関で共有して用いるもの。 
 

➣支援に関わる支援機関（就労支援、特別支援学校、医療機関等）
が役割分担を含め、予め支援内容を利用者に提示・説明することに
より、安心して一般就労に向けて取り組めるようにするもの。 
 

➣内容としては、支援機関ごとの支援内容と支援経過、最終ゴール
等を支援計画として明示。 
 

➣地域で一般就労に向けた支援に関わる機関が明確となり、各機関
が連携して対応することで、一般就労に着実に繋げる体制が構築さ
れる。 
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（参考） 
   精神科医療機関の多機能化 
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一般就労 

地域の精神障害者 

精神科医療機関 

ハローワーク 

精神障害者雇用
トータルサポーター 

就労プログラム 

訪問型ジョ
ブコーチ 

連携モデル事業 

デイケア リワーク 

就労移行支援
事業所等 
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就労定着支援 

〈多機能型〉 〈機能強化型〉 
ＰＳＷ 
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労働局 拠点ハローワーク 提携医療機関 

鳥取労働局      － 

島根労働局 
 

ハローワーク松江 松江青葉病院、八雲病院、小松クリ
ニック 

岡山労働局 
 

ハローワーク岡山 岡山県精神科医療センター、慈圭病院 

広島労働局 ハローワーク広島 草津病院、松田病院、瀬野川病院、中
山心療クリニック、比治山病院、己斐ヶ
丘病院、浅田病院 

山口労働局      － 

徳島労働局 ハローワーク徳島 

香川労働局 
 

ハローワーク高松 いわき病院、馬場病院 

愛媛労働局      － 

高知労働局      － 9 

精神科医療機関とハローワークの連携モデル事業（平成29年度）    
                （中国・四国分） 



（付録） 
  その他の就労支援に係る制度例 
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障害者雇用に係る経済的な調整 

障害者雇用納付金の徴収 
 

•  障害者雇用率未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じ
て1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付。 
 

•   常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主には、平成32年3
月31日まで納付金の減額特例（不足する障害者1人につき月額「50,000円」を
「40,000円」に減額）が適用。 
 

障害者雇用調整金の支給 
 

•  常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害
者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月
額27,000円の障害者雇用調整金が支給。 

 
報奨金の支給 

 
•  常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年
度間合計数が一定数（各月の常時雇用している労働者数の4％の年度間合計数又
は72人のいずれか多い数）を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超
えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給。 
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